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変 更 前 変 更 後 備考 

添付資料１ 

 

変更後の廃止措置計画書 

 

廃止措置の方法，工程及び安全対策(概要) 

 

1. 廃止措置の方法  

1.1～1.4 略 

 

1.5使用しない設備の措置 

分離精製工場(MP)においては，せん断装置に使用済燃料が装荷できないよう使

用済燃料を導入するコンベアの通路上にある可動カバの開閉ができないようにす

るための措置，脱硝塔に硝酸ウラニル溶液を供給できないようにするための措置

を施している。溶解槽，各抽出器，プルトニウム溶液蒸発缶，ウラン溶液蒸発缶等

については系統除染終了後，それぞれの機器・配管等に措置を行い使用できない

ようにする。 

また，クリプトン回収技術開発施設(Kr)においては，反応器を運転するために必

要な原料の供給等ができないようにするための措置を施している。ウラン脱硝施

設(DN)及びプルトニウム転換技術開発施設(PCDF)においても，系統除染終了後，

それぞれの機器・配管等に措置を行い使用できないようにする。 

その他，廃溶媒処理技術開発施設(ST)において，PVC固化のための加熱装置の運

転ができないよう給電ケーブルの解線や制御盤への施錠の措置を施しており，そ

の他の施設についても廃止措置の進捗状況及び施設の利用状況を踏まえ，必要に

応じて使用しない設備に対して措置を行うこととする。 

これらの措置を適宜，再処理施設保安規定に定め実施することにより，安全を確

保しつつ，施設定期自主検査及び点検整備方法の見直しを図る。 

 

1.6 使用済燃料，核燃料物質及び使用済燃料から分離された物の管理及び譲渡しの

方法 

1.6.1使用済燃料及び核燃料物質の存在場所ごとの種類及び数量 

略 

 

1.6.2 使用済燃料，核燃料物質及び使用済燃料から分離された物の管理 

分離精製工場(MP)に貯蔵中の使用済燃料は，搬出までの期間，当該施設の貯蔵

プールに貯蔵する。これらの燃料の取扱い及び貯蔵は，既往の許認可を受けた燃

料取扱操作設備，燃料貯蔵設備，燃料移動設備等で取り扱うとともに，安全確保

のために必要な臨界防止，崩壊熱除去及び閉じ込め機能を有する既往の許認可を

受けた設備を維持管理する。 

ウラン貯蔵所(UO3)，第二ウラン貯蔵所(2UO3)及び第三ウラン貯蔵所(3UO3)に

添付資料２ 

 

変更後の廃止措置計画書 

 

廃止措置の方法，工程及び安全対策(概要) 

 

1. 廃止措置の方法  

1.1～1.4 変更なし 

 

1.5使用しない設備の措置 

分離精製工場(MP)においては，せん断装置に使用済燃料が装荷できないよう使

用済燃料を導入するコンベアの通路上にある可動カバの開閉ができないようにす

るための措置，脱硝塔に硝酸ウラニル溶液を供給できないようにするための措置

を施している。溶解槽，各抽出器，プルトニウム溶液蒸発缶，ウラン溶液蒸発缶等

については系統除染終了後，それぞれの機器・配管等に措置を行い使用できない

ようにする。 

また，クリプトン回収技術開発施設(Kr)においては，反応器を運転するために必

要な原料の供給等ができないようにするための措置を施している。ウラン脱硝施

設(DN)及びプルトニウム転換技術開発施設(PCDF)においても，系統除染終了後，

それぞれの機器・配管等に措置を行い使用できないようにする。 

その他，廃溶媒処理技術開発施設(ST)において，PVC固化のための加熱装置の運

転ができないよう給電ケーブルの解線や制御盤への施錠の措置を施しており，そ

の他の施設についても廃止措置の進捗状況及び施設の利用状況を踏まえ，必要に

応じて使用しない設備に対して措置を行うこととする。 

これらの措置を適宜，再処理施設保安規定に定め実施することにより，安全を確

保しつつ，点検整備方法の見直しを図る。 

 

1.6 使用済燃料，核燃料物質及び使用済燃料から分離された物の管理及び譲渡しの

方法 

1.6.1使用済燃料及び核燃料物質の存在場所ごとの種類及び数量 

変更なし 

 

1.6.2 使用済燃料，核燃料物質及び使用済燃料から分離された物の管理 

分離精製工場(MP)に貯蔵中の使用済燃料は，搬出までの期間，当該施設の貯蔵

プールに貯蔵する。これらの燃料の取扱い及び貯蔵は，既往の許認可を受けた燃

料取扱操作設備，燃料貯蔵設備，燃料移動設備等で取り扱うとともに，安全確保

のために必要な臨界防止，崩壊熱除去及び閉じ込め機能を有する既往の許認可を

受けた設備を維持管理する。 

ウラン貯蔵所(UO3)，第二ウラン貯蔵所(2UO3)及び第三ウラン貯蔵所(3UO3)に

様式第１－３と様式第１－４

の添付資料番号の違いによる

変更  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映  
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変 更 前 変 更 後 備考 

貯蔵中のウラン製品は，搬出までの期間，当該施設の貯蔵室に貯蔵する。これら

の核燃料物質の取扱い及び貯蔵は，既往の許認可を受けたクレーン等で取り扱う

とともに，安全確保のために必要な臨界防止機能を有する既往の許認可を受けた

設備を維持管理する。 

プルトニウム転換技術開発施設(PCDF)に貯蔵中のウラン・プルトニウム混合酸

化物(MOX)粉末は，搬出が完了するまでの期間，当該施設の粉末貯蔵室に貯蔵す

る。これらの核燃料物質の取扱い及び貯蔵は，既往の許認可を受けたクレーン等

で取り扱うとともに，安全確保のために必要な臨界防止機能を有する既往の許認

可を受けた設備を維持管理する。 

これらの使用済燃料，ウラン製品，ウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)粉末

に係る設備の維持管理については，これまで再処理施設保安規定に定める巡視及

び点検，施設定期自主検査等により実施しており今後も継続して行う。 

 

 

1.6.3 核燃料物質の譲渡し 

略 

 

1.7 使用済燃料又は核燃料物質による汚染の除去 

略 

 

2.～4. 略 

 

5. 安全対策 

5.1 各施設の安全対策 

5.1.1 廃止措置期間中に性能を維持すべき再処理施設(性能維持施設) 

略 

 

5.1.2 性能維持施設の安全対策 

略 

 

5.1.3 性能維持施設の設備，その性能，その性能を維持すべき期間 

廃止措置期間中に性能及び機能を維持すべき設備・機器等は，廃止措置の基本

方針に基づき，周辺公衆及び放射線業務従事者の被ばく低減を図るとともに，使

用済燃料の貯蔵のための管理，工程洗浄，系統除染，施設の汚染状況調査，解体

作業及び核燃料物質によって汚染された物の廃棄作業等の各種作業の実施に対

する安全の確保のために，必要な期間，所要の性能及び必要な機能を維持管理す

る。 

廃止措置期間中の工事の進捗状況に応じて段階的に性能を変更する必要があ

る場合には，要求されている機能に支障を及ぼさないこととする。 

貯蔵中のウラン製品は，搬出までの期間，当該施設の貯蔵室に貯蔵する。これら

の核燃料物質の取扱い及び貯蔵は，既往の許認可を受けたクレーン等で取り扱う

とともに，安全確保のために必要な臨界防止機能を有する既往の許認可を受けた

設備を維持管理する。 

プルトニウム転換技術開発施設(PCDF)に貯蔵中のウラン・プルトニウム混合酸

化物(MOX)粉末は，搬出が完了するまでの期間，当該施設の粉末貯蔵室に貯蔵す

る。これらの核燃料物質の取扱い及び貯蔵は，既往の許認可を受けたクレーン等

で取り扱うとともに，安全確保のために必要な臨界防止機能を有する既往の許認

可を受けた設備を維持管理する。 

これらの使用済燃料，ウラン製品，ウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)粉末

に係る設備の維持管理については，これまで再処理施設保安規定に定める巡視及

び点検，施設定期自主検査等により実施しており，今後も定期事業者検査等によ

り維持管理を継続して行う。  

 

1.6.3 核燃料物質の譲渡し 

変更なし 

 

1.7 使用済燃料又は核燃料物質による汚染の除去 

変更なし 

 

2.～4. 変更なし 

 

5. 安全対策 

5.1 各施設の安全対策 

5.1.1 性能維持施設 

変更なし 

 

5.1.2 性能維持施設の安全対策 

変更なし 

 

5.1.3 性能維持施設の設備，その性能，その性能を維持すべき期間 

廃止措置期間中に性能及び機能を維持すべき設備・機器等は，廃止措置の基本

方針に基づき，周辺公衆及び放射線業務従事者の被ばく低減を図るとともに，使

用済燃料の貯蔵のための管理，工程洗浄，系統除染，施設の汚染状況調査，解体

作業及び核燃料物質によって汚染された物の廃棄作業等の各種作業の実施に対

する安全の確保のために，必要な期間，所要の性能及び必要な機能を維持管理す

る。 

廃止措置期間中の工事の進捗状況に応じて段階的に性能を変更する必要があ

る場合には，要求されている機能に支障を及ぼさないこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料１．変更箇所の新旧対照表 

 3/52 

変 更 前 変 更 後 備考 

廃止措置のために導入する装置については，漏えい及び拡散防止対策，被ばく

低減対策，事故防止対策の安全確保のための機能が要求を満足するよう，適切な

設計を行うとともに，製作・施工の適切な時期に試験又は検査を実施し，必要な

機能を満足していることを確認する。 

これらの設備・機器等の性能については，定期的に点検等で確認することとし，

経年変化等による性能低下又はそのおそれのある場合には，必要に応じて所定の

手続を経て必要な機能を満足するよう補修等を行う。これらの維持管理に関して

は，再処理施設保安規定に施設定期自主検査として，要求される機能，点検項目，

点検頻度及び維持すべき期間を定めてこれに基づき，再処理施設保安規定に定め

る体制で実施する。 

略 

 

5.2 廃止措置における安全対策 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

 

表 1-1～表 1-6   

表 略 

 

 

 

 

 

 

 

廃止措置のために導入する装置については，漏えい及び拡散防止対策，被ばく

低減対策，事故防止対策の安全確保のための機能が要求を満足するよう，適切な

設計を行うとともに，製作・施工の適切な時期に試験又は検査を実施し，必要な

機能を満足していることを確認する。 

これらの設備・機器等の性能については，定期的に点検等で確認することとし，

経年変化等による性能低下又はそのおそれのある場合には，必要に応じて所定の

手続を経て必要な機能を満足するよう補修等を行う。これらの維持管理に関して

は，再処理施設保安規定に定期事業者検査として，要求される機能の維持を確認

することを定めてこれに基づき，再処理施設保安規定に定める体制で実施する。 

 

変更なし 

 

5.2 廃止措置における安全対策 

変更なし 

 

6. 廃止措置に係る品質マネジメントシステム  

廃止措置期間中における品質マネジメントシステム活動は，原子炉等規制法第

50 条第１項に基づく再処理施設保安規定において，再処理規則第 8 条の 3 に基

づいた理事長をトップマネジメントとする品質マネジメント計画を定め，再処理

施設保安 規定及び品質マネジメント計画書並びにその関連文書により廃止措置

に関する保安活動の計画，実施，評価及び改善の一連のプロセスを明確にし，こ

れらを効果的に運用することにより，原子力安全の確保・維持・向上を図る。  

また，廃止措置期間中における品質マネジメント活動は，廃止措置における安

全の重要性に応じた管理を実施する。  

表 1-7に示す廃止措置期間中の性能維持施設その他の設備の保守等の廃止措置

に係る業務は，この品質マネジメント計画の下で実施する。  

 

以 上 

 

 

表 1-1～表 1-6   

表 変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 
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変 更 前 変 更 後 備考 

表 1-7 性能維持施設(1／20) 

再処理規則第 12条第 1号(再処理維持基準規則に定められる施設) 

設 備 名 称 等 

分離精製工場(MP) 
燃料受入系扉 

貯蔵プール熱交換器 

ガラス固化技術開発施設(TVF) 溶融炉 

分離精製工場(MP) 建家及びセル換気系 

高放射性廃液貯蔵場(HAW) 建家及びセル換気系 

廃棄物処理場(AAF) 建家及びセル換気系 

分析所(CB) 建家及びセル換気系 

第二低放射性廃液蒸発処理施設(E) 建家及びセル換気系 

第三低放射性廃液蒸発処理施設(Z) 建家及びセル換気系 

放出廃液油分除去施設(C) 建家換気系 

廃溶媒貯蔵場(WS) 建家及びセル換気系 

第二スラッジ貯蔵場(LW2) 建家及びセル換気系 

ウラン脱硝施設(DN) 建家換気系 

焼却施設(IF) 建家換気系 

第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設(2HASWS) 建家及びセル換気系 

アスファルト固化処理施設(ASP) 建家及びセル換気系 

アスファルト固化体貯蔵施設(AS1) 建家及びセル換気系 

廃溶媒処理技術開発施設(ST) 建家及びセル換気系 

低放射性濃縮廃液貯蔵施設(LWSF) 建家及びセル換気系 

高放射性固体廃棄物貯蔵庫(HASWS) セル換気系 

第二アスファルト固化体貯蔵施設(AS2) 建家及びセル換気系 

ガラス固化技術開発施設(TVF) 建家及びセル換気系 

プルトニウム転換技術開発施設(PCDF) 建家及びセル換気系 

クリプトン回収技術開発施設(Kr) 建家及びセル換気系 

高放射性廃液貯蔵場(HAW) 

空気圧縮機 
ユーティリティ施設(UC) 

焼却施設(IF) 

第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設(2HASWS) 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 
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変 更 前 変 更 後 備考 

表 1-7 性能維持施設(2／20) 

再処理規則第 12条第 1号(再処理維持基準規則に定められる施設) 

設 備 名 称 等 

第二アスファルト固化体貯蔵施設(AS2) 

空気圧縮機 
ガラス固化技術開発施設(TVF) 

プルトニウム転換技術開発施設(PCDF) 

クリプトン回収技術開発施設(Kr) 

分離精製工場(MP) 
プルトニウム溶液蒸発缶 

冷水設備用ポンプ 

資材庫 浄水設備用ポンプ 

ユーティリティ施設(UC) 冷却水供給ポンプ 

高放射性廃液貯蔵場(HAW) 
冷却水設備プロセス用ポンプ 

冷水設備用ポンプ 

中央運転管理室 蒸気設備 

ガラス固化技術開発施設(TVF) 
保管ピット 

冷却塔 

ガラス固化技術開発棟 

建家・構築物 

ガラス固化技術管理棟 

第二付属排気筒 

クリプトン回収技術開発施設(Kr) 

高放射性廃液貯蔵場(HAW) 

ウラン脱硝施設(DN) 

ウラン貯蔵所(UO3) 

第二ウラン貯蔵所(2UO3) 

第三ウラン貯蔵所(3UO3) 

プルトニウム転換技術開発施設(PCDF) 

除染場(DS) 

分離精製工場(MP) 

分析所(CB) 

ユーティリティ施設(UC) 

資材庫 

主排気筒 

高放射性固体廃棄物貯蔵庫(HASWS) 
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表 1-7 性能維持施設(3／20) 

再処理規則第 12条第 1号(再処理維持基準規則に定められる施設) 

設 備 名 称 等 

第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設(2HASWS) 

建家・構築物 

アスファルト固化処理施設(ASP) 

アスファルト固化体貯蔵施設(AS1) 

第二アスファルト固化体貯蔵施設(AS2) 

第一低放射性固体廃棄物貯蔵場(1LASWS) 

第二低放射性固体廃棄物貯蔵場(2LASWS) 

廃棄物処理場(AAF) 

第二低放射性廃液蒸発処理施設(E) 

第三低放射性廃液蒸発処理施設(Z) 

放出廃液油分除去施設(C) 

廃溶媒処理技術開発施設(ST) 

低放射性濃縮廃液貯蔵施設(LWSF) 

廃溶媒貯蔵場(WS) 

スラッジ貯蔵場(LW) 

第二スラッジ貯蔵場(LW2) 

焼却施設(IF) 

第一付属排気筒 

中間開閉所 

第二中間開閉所 

排水モニタ室 

分離精製工場(MP) 

浸水防止扉 

ハッチ扉 

閉止板 

その他，延長ダクト等の浸水防止設備 

高放射性廃液貯蔵場(HAW) 
浸水防止扉 

閉止板(盾式角落し) 

プルトニウム転換技術開発施設(PCDF) 

浸水防止扉 

ハッチ扉 

その他，延長ダクト等の浸水防止設備 

ガラス固化技術開発施設(TVF) 浸水防止扉 
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変 更 前 変 更 後 備考 

表 1-7 性能維持施設(4／20) 

再処理規則第 12条第 1号(再処理維持基準規則に定められる施設) 

設 備 名 称 等 

ガラス固化技術開発施設(TVF) 

閉止板 

閉止板(盾式角落し) 

その他，延長ダクト等の浸水防止設備 

分析所(CB) 

浸水防止扉 

ハッチ扉 

閉止板 

中間開閉所 
浸水防止扉 

閉止板 

第二中間開閉所 
浸水防止扉 

閉止板 

分離精製工場(MP) 

ガンマ線エリアモニタ 

除染場(DS) 

分析所(CB) 

廃棄物処理場(AAF) 

第二低放射性廃液蒸発処理施設(E) 

第三低放射性廃液蒸発処理施設(Z) 

放出廃液油分除去施設(C) 

ウラン貯蔵所(UO3) 

第二ウラン貯蔵所(2UO3) 

第三ウラン貯蔵所(3UO3) 

廃溶媒貯蔵場(WS) 

ウラン脱硝施設(DN) 

高放射廃液貯蔵場(HAW) 

焼却施設(IF) 

プルトニウム転換技術開発施設(PCDF) 

廃溶媒処理技術開発施設(ST) 

クリプトン回収技術開発施設(Kr) 

アスファルト固化処理施設(ASP) 

ガラス固化技術開発施設(TVF) 

第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設(2HASWS) 
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変 更 前 変 更 後 備考 

表 1-7 性能維持施設(5／20) 

再処理規則第 12条第 1号(再処理維持基準規則に定められる施設) 

設 備 名 称 等 

アスファルト固化体貯蔵施設(AS1) 

ガンマ線エリアモニタ 第二アスファルト固化体貯蔵施設(AS2) 

低放射性濃縮廃液貯蔵施設(LWSF) 

分離精製工場(MP) 
中性子線エリアモニタ 

プルトニウム転換技術開発施設(PCDF) 

分離精製工場(MP) 

ベータ線ダストモニタ 

除染場(DS) 

分析所(CB) 

廃棄物処理場(AAF) 

放出廃液油分除去施設(C) 

ウラン脱硝施設(DN) 

高放射性廃液貯蔵場(HAW) 

焼却施設(IF) 

廃溶媒処理技術開発施設(ST) 

アスファルト固化処理施設(ASP) 

ガラス固化技術開発施設(TVF) 

第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設(2HASWS) 

第二アスファルト固化体貯蔵施設(AS2) 

低放射性濃縮廃液貯蔵施設(LWSF) 

分離精製工場(MP) 

プルトニウムダストモニタ 分析所(CB) 

プルトニウム転換技術開発施設(PCDF) 

主排気筒 

排気モニタ 第一付属排気筒 

第二付属排気筒 

分析所(CB) 

排気モニタ 局所排気 
廃棄物処理場(AAF) 

第二低放射性廃液蒸発処理施設(E) 

第三低放射性廃液蒸発処理施設(Z) 
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変 更 前 変 更 後 備考 

表 1-7 性能維持施設(6／20) 

再処理規則第 12条第 1号(再処理維持基準規則に定められる施設) 

設 備 名 称 等 

放出廃液油分除去施設(C) 

排気モニタ 局所排気 

ウラン脱硝施設(DN) 

第二スラッジ貯蔵場(LW2) 

焼却施設(IF) 

第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設(2HASWS) 

アスファルト固化体貯蔵施設(AS1) 

第二アスファルト固化体貯蔵施設(AS2) 

モニタリングステーション 

モニタリングポスト 

排水モニタリング設備 

アルファ放射線測定器 

ベータ放射線測定器 

ガンマ放射線測定器 

緊急時対応設備 

移動式発電機(1000kVA) 

移動式発電機(1000kVA) 

接続端子盤 

分離精製工場，高放

射性廃液貯蔵場 

ガラス固化技術開発

施設 

緊急電源接続盤 

分離精製工場 

高放射性廃液貯蔵場 

ガラス固化技術開発

施設 

重 機 
ホイールローダ 

油圧ショベル 

タンクローリー 

水槽付き消防ポンプ自動車 

水槽付き消防ポンプ自動車 

水槽付き消防ポンプ自動車 

化学消防自動車 

通信機材 
MCA携帯型無線機 

衛星電話 
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変 更 前 変 更 後 備考 

表 1-7 性能維持施設(7／20) 

再処理規則第 12条第 1号(再処理維持基準規則に定められる施設) 

設 備 名 称 等 

緊急時対応設備 

通信機材 
簡易無線機 

トランシーバ 

中央制御室空気循環

用機材 

空気循環装置 

可搬型入気装置 

エアロック用グリー

ンハウス 

可搬型発電機 

予備循環ポンプ 

予備循環ポンプ 

排風機 

排風機 

ブロワ 

ブロワ 

可搬型発電機 

可搬式圧縮機 

可搬式圧縮機 

エンジン付きポンプ 

可搬型蒸気供給設備 
ボイラ，燃料タンク

等 

高線量対応防護服類 

タングステン製防護

服 

タングステンエプロ

ン 

鉛エプロン 

一次冷却水循環ポンプ 

二次冷却水循環ポンプ 

可搬型ブロワ 

可搬式圧縮機 

可搬型発電機 

可搬型発電機 

TVF制御室空気循環

用機材 

給気ユニット 

空気循環装置 
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変 更 前 変 更 後 備考 

表 1-7 性能維持施設(8／20) 

再処理規則第 12条第 2号(警報装置，非常用動力装置その他の非常用装置) 

設 備 名 称 等 

分離精製工場(MP) 

溶 解 槽 

圧力上限緊急操作装

置[Ⅰ] 

圧力上限緊急操作装

置[Ⅱ] 

溶解槽溶液受槽 密度制御操作装置 

第１ストリップ調整

槽 

温度上限操作上限警

報装置 

電導度上限操作上限

警報装置 

温水器(282H50) 
温度上限操作上限警

報装置 

第２ストリップ調整

槽 
電導度下限操作装置 

第３ストリップ調整

槽 
電導度下限操作装置 

第１スクラブ調整槽 密度下限操作装置 

第３スクラブ調整槽 電導度下限操作装置 

抽 出 器 

流量低下緊急操作装

置 

溶媒流量上限警報装

置 

プルトニウム溶液蒸

発缶 

圧力上限緊急操作装

置 

温度上限緊急操作装

置 

蒸発缶加熱蒸気温度

警報装置 

加熱蒸気凝縮水放射

性物質検知装置 

密度上限警報装置 
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変 更 前 変 更 後 備考 

表 1-7 性能維持施設(9／20) 

再処理規則第 12条第 2号(警報装置，非常用動力装置その他の非常用装置) 

設 備 名 称 等 

分離精製工場(MP) 
ウラン溶液蒸発缶 

(第１段) 

液面上限緊急操作装

置［Ⅰ］ 

液面上限緊急操作装

置［Ⅱ］ 

蒸発缶加熱蒸気温度

警報装置 

温度上限緊急操作装

置 

圧力上限操作上限警

報装置 

ウラン脱硝施設(DN) 

ＵＮＨ受槽 

ウラン濃縮度記録上

限操作装置 

密度指示上限操作装

置 

溶解液受槽 
密度指示上限操作装

置 

脱 硝 塔 

温度下限緊急操作装

置 

圧力上限緊急操作装

置 

分離精製工場(MP) 

酸回収蒸発缶 

蒸発缶加熱蒸気温度

警報装置 

缶内圧力上限緊急操

作装置 

高放射性廃液蒸発缶 

圧力上限緊急操作装

置［Ⅰ］ 

圧力上限緊急操作装

置［Ⅱ］ 

圧力上昇警報装置 
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変 更 前 変 更 後 備考 

表 1-7 性能維持施設(10／20) 

再処理規則第 12条第 2号(警報装置，非常用動力装置その他の非常用装置) 

設 備 名 称 等 

分離精製工場(MP) 

高放射性廃液蒸発缶 

蒸発缶加熱蒸気温度

警報装置 

圧力上限操作上限警

報装置 

温度上限操作上限警

報装置 

液位下限警報装置 

γ線上限警報装置 

流量上昇警報装置 

高放射性廃液貯槽 

温度上昇警報装置 

槽内圧力上昇警報装

置 

高放射性廃液貯蔵場(HAW) 高放射性廃液貯槽 

温度上昇警報装置 

槽内圧力上昇警報装

置 

分離精製工場(MP) 

プルトニウム製品貯

槽 
液位上昇警報装置 

グローブボックス

(267X65) 

液位上限操作上限警

報装置 

廃棄物処理場(AAF) 
低放射性廃液第１蒸

発缶 

圧力上限緊急操作装

置 

第二低放射性廃液蒸発処理施設(E) 
低放射性廃液第２蒸

発缶 

圧力上限緊急操作装

置 

第三低放射性廃液蒸発処理施設(Z) 
低放射性廃液第３蒸

発缶 

圧力上限緊急操作装

置 

分離精製工場(MP) 

蒸気凝縮水系 放射性物質検知装置 

廃ガス貯槽 
槽内圧力上昇警報装

置 
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表 1-7 性能維持施設(11／20) 

再処理規則第 12条第 2号(警報装置，非常用動力装置その他の非常用装置) 

設 備 名 称 等 

分析所(CB) 

建家及びセル換気系 

負圧警報装置 

分離精製工場(MP) 

廃棄物処理場(AAF) 

第二低放射性廃液蒸発処理施設(E) 

第三低放射性廃液蒸発処理施設(Z) 

第二スラッジ貯蔵場(LW2) 

廃溶媒貯蔵場(WS) 

高放射性廃液貯蔵場(HAW) 

アスファルト固化体貯蔵施設(AS1) 

第二アスファルト固化体貯蔵施設(AS2) 

第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設(2HASWS) 

アスファルト固化処理施設(ASP) 

廃溶媒処理技術開発施設(ST) 

ガラス固化技術開発施設(TVF) 

プルトニウム転換技術開発施設(PCDF) 

クリプトン回収技術開発施設(Kr) 

放出廃液油分除去施設(C) 

建家換気系 ウラン脱硝施設(DN) 

焼却施設(IF) 

高放射性固体廃棄物貯蔵庫(HASWS) セル換気系 

分析所(CB) セ ル 等 
温度警報装置 

漏洩検知装置 

分離精製工場(MP) セ ル 等 
温度警報装置 

漏洩検知装置 

ウラン脱硝施設(DN) セ ル 等 漏洩検知装置 

高放射性廃液貯蔵場(HAW) セ ル 等 漏洩検知装置 

高放射性固体廃棄物貯蔵庫(HASWS) セ ル 等 温度警報装置 

第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設(2HASWS) セ ル 等 漏洩検知装置 
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表 1-7 性能維持施設(12／20) 

再処理規則第 12条第 2号(警報装置，非常用動力装置その他の非常用装置) 

設 備 名 称 等 

アスファルト固化体貯蔵施設(AS1) セ ル 等 温度警報装置 

第二アスファルト固化体貯蔵施設(AS2) セ ル 等 温度警報装置 

アスファルト固化処理施設(ASP) セ ル 等 漏洩検知装置 

廃棄物処理場(AAF) セ ル 等 
温度警報装置 

漏洩検知装置 

第二低放射性廃液蒸発処理施設(E) セ ル 等 漏洩検知装置 

第三低放射性廃液蒸発処理施設(Z) セ ル 等 
温度警報装置 

漏洩検知装置 

廃溶媒貯蔵場(WS) セ ル 等 
温度警報装置 

漏洩検知装置 

スラッジ貯蔵場(LW) セ ル 等 
温度警報装置 

漏洩検知装置 

放出廃液油分除去施設(C) セ ル 等 漏洩検知装置 

低放射性濃縮廃液貯蔵施設(LWSF) セ ル 等 漏洩検知装置 

廃溶媒処理技術開発施設(ST) セ ル 等 
温度警報装置 

漏洩検知装置 

ガラス固化技術開発施設(TVF) セ ル 等 漏洩検知装置 

プルトニウム転換技術開発施設(PCDF) セ ル 等 
温度警報装置 

漏洩検知装置 

クリプトン回収技術開発施設(Kr) セ ル 等 漏洩検知装置 

ユーティリティ施設(UC) 

非常用電源 非常用発電機 
中間開閉所 

第二中間開閉所 

ガラス固化技術開発施設(TVF) 

分析所(CB) 

非常用電源 無停電電源装置 

第三低放射性廃液蒸発処理施設(Z) 

廃溶媒処理技術開発施設(ST) 

ウラン脱硝施設(DN) 

焼却施設(IF) 

高放射性廃液貯蔵場(HAW) 
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変 更 前 変 更 後 備考 

表 1-7 性能維持施設(13／20) 

再処理規則第 12条第 2号(警報装置，非常用動力装置その他の非常用装置) 

設 備 名 称 等 

第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設

(2HASWS) 

非常用電源 無停電電源装置 

ガラス固化技術開発施設(TVF) 

第二アスファルト固化体貯蔵施設(AS2) 

プルトニウム転換技術開発施設(PCDF) 

低放射性濃縮廃液貯蔵施設(LWSF) 

クリプトン回収技術開発施設(Kr) 

ユーティリティ施設(UC) 
冷却水設備 

圧力下限警報装置 
圧縮空気設備 

高放射廃液貯蔵場(HAW) 圧空貯槽(272V603) 圧力下限警報装置 

廃溶媒処理技術開発施設(ST) 

槽

(328V10,V11,V20,V21, 

V22,V23,V24,V25,V30, 

V31,V32,V40,V41,V47) 

温度記録上限緊急操

作装置 

ガラス固化技術開発施設(TVF) 固化セル 
圧力上限緊急操作装

置 

プルトニウム転換技術開発施設(PCDF) 

焙焼還元炉 

温度上限緊急操作装

置 

流量下限緊急操作装

置 

窒素水素混合ガス供給

系 

水素濃度上限緊急操

作装置 

窒素水素混合ガス供給

系 

水素濃度上限警報上

限操作装置 

廃液蒸発缶 

温度上限緊急操作装

置 

圧力上限緊急操作装

置 

焼却施設(IF) 焼却灰受槽 温度上限操作装置 

分離精製工場(MP) その他の主要な設備 臨界警報装置 

プルトニウム転換技術開発施設(PCDF) その他の主要な設備 臨界警報装置 
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変 更 前 変 更 後 備考 

表 1-7 性能維持施設(14／20) 

再処理規則第 12条第 3号(保安のために直接関連を有する計器及び放射線測定器) 

設 備 名 称 等 

分離精製工場(MP) 

溶 解 槽 
温度計 

圧力計 

溶解槽溶液受槽 密度計 

抽 出 器 流量計 

第１スクラブ調整槽 密度計 

第３スクラブ調整槽 電導度計 

第２ストリップ調整

槽 
電導度計 

第３ストリップ調整

槽 
電導度計 

プルトニウム溶液蒸

発缶 

温度計 

圧力計 

ドレン受槽(266V41) 液位計 

ウラン溶液蒸発缶

(第１段) 

温度計 

圧力計 

流量計 

ウラン脱硝施設(DN) 

脱 硝 塔 
温度計 

圧力計 

UNH受槽 
密度計 

ウラン濃縮度モニタ 

溶解槽 

温度計 

圧力計 

密度計 

溶解液受槽 密度計 

分離精製工場(MP) 

酸回収蒸発缶 
温度計 

圧力計 

高放射性廃液中間貯

槽 
液位計 

高放射性廃液蒸発缶 
温度計 

圧力計 
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変 更 前 変 更 後 備考 

表 1-7 性能維持施設(15／20) 

再処理規則第 12条第 3号(保安のために直接関連を有する計器及び放射線測定器) 

設 備 名 称 等 

分離精製工場(MP) 

高放射性廃液蒸発缶 

液位計 

密度計 

電導度計 

γ線計 

高放射性廃液貯槽 
温度計 

圧力計 

高放射性廃液貯蔵場(HAW) 高放射性廃液貯槽 
温度計 

圧力計 

分離精製工場(MP) 廃ガス貯槽 圧力計 

海中放出設備 流量計 

主排気筒 流量計 

分析所(CB) 
建家及びセル換気系 

圧力計 

分離精製工場(MP) 圧力計 

高放射性固体廃棄物貯蔵庫(HASWS) セル換気系 圧力計 

廃棄物処理場(AAF) 

建家及びセル換気系 

圧力計 

スラッジ貯蔵場(LW) 圧力計 

第二低放射性廃液蒸発処理施設(E) 圧力計 

第三低放射性廃液蒸発処理施設(Z) 圧力計 

第二スラッジ貯蔵場(LW2) 圧力計 

廃溶媒貯蔵場(WS) 圧力計 

放出廃液油分除去施設(C) 建家換気系 圧力計 

低放射性濃縮廃液貯蔵施設(LWSF) 建家及びセル換気系 圧力計 

ウラン脱硝施設(DN) 建家換気系 圧力計 

高放射性廃液貯蔵場(HAW) 建家及びセル換気系 圧力計 

焼却施設(IF) 建家換気系 圧力計 

アスファルト固化体貯蔵施設(AS1) 

建家及びセル換気系 

圧力計 

第二アスファルト固化体貯蔵施設(AS2) 圧力計 

第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設(2HASWS) 圧力計 

アスファルト固化処理施設(ASP) 圧力計 
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変 更 前 変 更 後 備考 

表 1-7 性能維持施設(16／20) 

再処理規則第 12条第 3号(保安のために直接関連を有する計器及び放射線測定器) 

設 備 名 称 等 

廃溶媒処理技術開発施設(ST) 

建家及びセル換気系 

圧力計 

ガラス固化技術開発施設(TVF) 圧力計 

プルトニウム転換技術開発施設(PCDF) 圧力計 

クリプトン回収技術開発施設(Kr) 圧力計 

分離精製工場(MP) 溶解施設給液槽 

流量計 

液位計 

密度計 

プルトニウム転換技術開発施設(PCDF) 

焙焼還元炉 
温度計 

流量計 

窒素水素混合ガス供

給系 
水素濃度計 

第一付属排気筒 流量計 

第二付属排気筒 流量計 

高放射性固体廃棄物貯蔵庫(HASWS) 

セル 

温度計 

第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設

(2HASWS) 
温度計 

廃棄物処理場(AAF) 
低放射性廃液第１蒸

発缶 
圧力計 

第二低放射性廃液蒸発処理施設(E) 
低放射性廃液第２蒸

発缶 
圧力計 

焼却施設(IF) 

焼却灰受槽 温度計 

焼却灰貯槽 温度計 

焼却炉 温度計 

廃溶媒処理技術開発施設(ST) 

槽

(328V10,V11,V20,V21, 

V22,V23,V24,V25,V30, 

V31,V32,V40,V41,V47) 

温度計 
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変 更 前 変 更 後 備考 

表 1-7 性能維持施設(17／20) 

(その他の定期的な検査を行う機器) 

設 備 名 称 等 

分離精製工場(MP) 

燃料カスククレーン 

燃料取出しプールクレーン 

燃料貯蔵プールクレーン 

燃料移動プールクレーン 

セル内クレーン 

廃ガス貯槽(246V42) 

海中放出設備 

分離精製工場(MP) 加熱蒸気供給系 

高放射性廃液貯蔵場(HAW) 空気圧縮機 

ユーティリティ施設(UC) 

空気圧縮機 

冷却水供給ポンプ 

冷却塔供給ポンプ 
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変 更 前 変 更 後 備考 

表 1-7 性能維持施設(18／20)  

再処理規則第 12条第 1号(再処理維持基準規則に定められる施設)  

設 備 名 称 等 

高放射性廃液貯蔵場(HAW) 

防護板 

防護フード 

防護扉 

ガラス固化技術開発施設（TVF） 

ガラス固化技術開発棟 

防護板 

防護扉 

防護フード 

高放射性廃液貯蔵場（HAW） 

      ・ 

ガラス固化技術開発施設（TVF） 

ガラス固化技術開発棟 

で共用 

津波漂流物防護柵 

スイング式ゲート 

津波漂流物防護柵 

（西側・引き波防護対策） 

屋外監視カメラ 

ガラス固化技術開発施設（TVF） 

ガラス固化技術開発棟 

制御室換気用仮設送風機 

制御室除熱用仮設スポットクーラ 

フィルタユニット 

仮設ダクト 

接続ダクト（吸込側） 

接続ダクト（吐出側） 

接続パネル 

隔離弁 

環境用測定装置 

制御室パラメータ監視・津波監視システム 

高放射性廃液貯蔵場（HAW） 
液位計（高放射性廃液貯槽） 

密度計（高放射性廃液貯槽） 

ガラス固化技術開発施設（TVF） 

ガラス固化技術開発棟 

液面計（受入槽） 

密度計（受入槽） 

液面計（回収液槽） 

密度計（回収液槽） 

液面計（濃縮器） 

密度計（濃縮器） 
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変 更 前 変 更 後 備考 

表 1-7 性能維持施設(19／20) 

再処理規則第 12条第 1号(再処理維持基準規則に定められる施設)  

設 備 名 称 等 

高放射性廃液貯蔵場(HAW) 

冷却塔 

組立水槽 

消防ホース 

可搬型冷却設備 

可搬型冷却設備用発電機 

分岐管 

切換えバルブ 

二又分岐管 

高放射性廃液貯蔵場(HAW) 

可搬型温度測定設備 

可搬型液位測定設備 

可搬型密度測定設備 

計装設備用可搬型発電機 

計装設備用可搬型圧縮空気設備 

高放射性廃液貯蔵場(HAW) 

ペーパーレスレコーダー 

（データ収集装置） 

可搬型ダスト・ヨウ素サンプラ 

放射線管理設備用可搬型発電機 

ガラス固化技術開発施設（TVF） 

ガラス固化技術開発棟 

水中ポンプ 

組立水槽 

消防ホース 

給水用ホース 

可搬型チラー 

可搬型チラー用発電機 

給水ポンプ 

分岐付ヘッダー 

コンプレッサー用発電機 

コンプレッサー 

既設配管接続用フランジ 
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変 更 前 変 更 後 備考 

表 1-7 性能維持施設(20／20) 

再処理規則第 12条第 1号(再処理維持基準規則に定められる施設)  

設 備 名 称 等 

ガラス固化技術開発施設（TVF） 

ガラス固化技術開発棟 

可搬型温度測定設備 

可搬型液位測定設備 

可搬型密度測定設備 

移動式発電機 1000kVA 

電源接続盤 

電源切替盤 

ガラス固化技術開発施設（TVF） 

ガラス固化技術開発棟 

可搬型ダスト・ヨウ素サンプラ 

放射線管理設備用可搬型発電機 

高放射性廃液貯蔵場（HAW） 

・ 

ガラス固化技術開発施設（TVF） 

ガラス固化技術開発棟 

で共用 

不整地運搬車（ドラム缶運搬用） 

簡易無線機（屋外用） 

可搬型発電機（通信機器の充電用） 

組立水槽 

可搬型貯水設備 

エンジン付きライト 

高放射性廃液貯蔵場(HAW) 

一次系の予備循環ポンプ(152 m3/h) 

冷却水設備プロセス用ポンプ 

（二次系の送水ポンプ） 

エンジン付きポンプ 

可搬型蒸気供給設備(0.98 MPa) 

ガラス固化技術開発施設（TVF） 

ガラス固化技術開発棟 

冷却塔 

一次冷却水循環ポンプ 

二次冷却水循環ポンプ 

エンジン付きポンプ 

高放射性廃液貯蔵場（HAW） 

・ 

ガラス固化技術開発施設（TVF） 

ガラス固化技術開発棟 

で共用 

水槽付き消防ポンプ自動車 

（2.8 m3/分（0.85 MPa）） 

エンジン付きポンプ（1 m3/分） 

移動式発電機 1000kVA 

重機 
ホイールローダ 

油圧ショベル 
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変 更 前 変 更 後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料１．変更箇所の新旧対照表 

 27/52 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料１．変更箇所の新旧対照表 

 28/52 
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添付資料１．変更箇所の新旧対照表 

 31/52 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料１．変更箇所の新旧対照表 

 32/52 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料１．変更箇所の新旧対照表 

 33/52 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料１．変更箇所の新旧対照表 

 34/52 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料１．変更箇所の新旧対照表 

 35/52 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料１．変更箇所の新旧対照表 

 36/52 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料１．変更箇所の新旧対照表 

 37/52 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料１．変更箇所の新旧対照表 

 38/52 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料１．変更箇所の新旧対照表 

 39/52 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料１．変更箇所の新旧対照表 

 40/52 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料１．変更箇所の新旧対照表 

 41/52 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料１．変更箇所の新旧対照表 

 42/52 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料１．変更箇所の新旧対照表 

 43/52 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料１．変更箇所の新旧対照表 

 44/52 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料１．変更箇所の新旧対照表 

 45/52 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料１．変更箇所の新旧対照表 

 46/52 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料１．変更箇所の新旧対照表 

 47/52 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料１．変更箇所の新旧対照表 

 48/52 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料１．変更箇所の新旧対照表 

 49/52 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料１．変更箇所の新旧対照表 

 50/52 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料１．変更箇所の新旧対照表 

 51/52 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月30日付け同意の廃

止措置計画書内容の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料１．変更箇所の新旧対照表 

 52/52 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

図 略 

図 1-1 再処理施設の敷地及び廃止措置対象施設の配置 

 

別紙 1～10 

略 

 

 

 

添付資料２ 

放射性廃棄物の発生量及び廃棄の方法(概要) 

略 

 

図 変更なし 

図 1-1 再処理施設の敷地及び廃止措置対象施設の配置 

 

別紙 1～10 

変更なし 

 

 

 

 

放射性廃棄物の発生量及び廃棄の方法(概要) 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１－３と様式第１－４

の添付資料番号の違いにより

削除  

 

 

 


